
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 給 与 規 程 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

 （前 略） 

（俸給の特別調整額） 

第１２条 俸給の特別調整額は、管理又は監督その

他の地位にある別表第９の職名欄に掲げる職にあ

る者（指定職俸給表適用者を除く。）に対し、同

表に定めるところにより俸給の支給に準じて支給

する。この場合において、同一の者が同表の職名

欄に掲げる職を複数占めるときは、いずれか高い

方の額を支給する。 

 （中 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１～８ （略） 

別表第９ 俸給の特別調整額表（第１２条関係） 

職名 支給額 備考 

   

研究科及び総合生存学館     

研究科長及び学館長 ２４０，０００円   

副研究科長及び副学館長 ５０，０００円 （総長が指定する

ものに限る。） 

 

附属の教育研究施設の長 ６０，０００円 （総長が指定する

ものに限る。） 

附置研究所     

研究所長 ２４０，０００円   

副所長 ５０，０００円 （総長が指定する

ものに限る。） 

附属の研究施設の長 ６０，０００円 （総長が指定する

ものに限る。） 

    

研究拠点及び高等研究院     

拠点長及び研究院長 ２４０，０００円   

副拠点長及び副研究院長 ５０，０００円   

    

１ 研究科長が学部長を兼ねるものに対しては支給

額に７０，０００円を加算する。 

２ この表（欄外４を含む。）により俸給の特別調整

額の支給を受ける者が学系長を兼ねるもの（学系

 

（俸給の特別調整額） 

第１２条 （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、平成２９年４月１日から施行

する。 

（経過措置） 

第２条 改正後の別表第９の規定にかかわらず、施

行日の前日から引き続き同一の職により俸給の特

別調整額の支給を受けている教職員（施行日以後

に再任される場合を除く。）について、改正後の同

表に定める額が改正前の同表に定める額に達しな

い場合は、なお従前の例による。 

別表第１～８ （同 左） 

別表第９ 俸給の特別調整額表（第１２条関係） 

職名 支給額 備考 

   

研究科及び総合生存学館     

研究科長及び学館長 ２４０，０００円   

副研究科長、副学館長及

び附属の教育研究施設

の長 

５０，０００円 （総長が指定する

ものに限る。） 

   

 

附置研究所     

研究所長 ２４０，０００円   

副所長及び附属の研究施

設の長 

５０，０００円 （総長が指定する

ものに限る。） 

   

 

    

高等研究院     

研究院長 ２４０，０００円   

副研究院長 ５０，０００円   

    

１ 

 

２ 

 

（同 左） （略） 

（略） 

（略） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 

長として俸給の特別調整額の支給を受ける場合を

除く。）に対しては支給額に１０，０００円を加算

する。 

３ 学系長が学域長を兼ねるものに対しては支給額

に２０，０００円を加算する。 

４ その他特に総長が指定するものに対して支給す

る。 

 （後 略） 

 

 

 

３ 

 

４ 

 

（同 左） 


